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パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
市
民
意
見
公
募
手
続
き
）

意
見
募
集
結
果
を
公
表

●
上
越
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展

計
画
（
案
）

時
結
果
公
表
期

間
＝
２
月
16
日

㊊
～
３
月
17
日

㊋　
所
公
表
場

所
＝
地
域
政
策

課
、
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
木
田
第
一
庁

舎
１
階
）、
各
総
合
事
務
所
、
南・

北
出
張
所
、
市
民
プ
ラ
ザ
、
高
田

図
書
館
、
高
田
図
書
館
浦
川
原
分

館
、
オ
ー
レ
ン
プ
ラ
ザ
、
教
育
プ

ラ
ザ
、
直
江
津
学
び
の
交
流
館
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
く
び
き
希
望
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
問
地
域
政
策

課
（
☎
０
２
５
・
５
２
０
・
５
６

７
３
、

chi-
se
isa

k
u
@

city.joetsu.
lg.jp

）
上
越
市
森
林
整
備
計
画（
案
）

の
縦
覧

問
農
林
水
産
整
備
課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
７
５
９
）

●
縦
覧

　
森
林
法
第
６
条
第
１
項
お
よ
び

同
法
第
10
条
の
５
第
７
項
の
規
定

に
よ
り
、
上
越
市
森
林
整
備
計

画
（
令
和
８
年

４
月
１
日
～
令

和
18
年
３
月
31

日
）
の
案
を
縦

覧
し
ま
す
。
計

画
案
に
つ
い

て
、
意
見
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

時
２
月
４
日
㊌
～
３
月
６
日
㊎　

所
縦
覧
場
所
＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

農
林
水
産
整
備
課
窓
口

●
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

し
な
い
理
由
の
公
表

　
計
画
案
の
縦
覧
を
行
う
た
め
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
実
施
し

ま
せ
ん
。

時
理
由
公
表
期
間
＝
２
月
４
日
㊌

～
３
月
６
日
㊎　
所
公
表
場
所
＝

農
林
水
産
整
備
課
、市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
木
田
第
一
庁
舎
１

階
）、
各
総
合
事
務
所
、
南
・
北

出
張
所
、
市
民
プ
ラ
ザ
、
高
田
図

書
館
、高
田
図
書
館
浦
川
原
分
館
、

オ
ー
レ
ン
プ
ラ
ザ
、教
育
プ
ラ
ザ
、

直
江
津
学
び
の
交
流
館
、
ユ
ー
ト

ピ
ア
く
び
き
希

望
館
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

雪
崩
に
よ
る
事
故
に 

ご
注
意
を

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
ま
と

ま
っ
た
降
雪
・
降
雨
や
気
温
の
上

昇
に
よ
り
雪

崩
が
発
生
し

や
す
く
な
る

た
め
、
注
意

が
必
要
で
す
。

　
斜
面
に
現

れ
た
雪
の
裂

け
目
（
ク

ラ
ッ
ク
）、

し
わ
状
の
雪
模
様
（
雪
し
わ
）、

斜
面
か
ら
落
ち
て
く
る
ボ
ー
ル
の

よ
う
な
雪
の
塊（
ス
ノ
ー
ボ
ー
ル
）

な
ど
の
現
象
は
、
雪
崩
に
つ
な
が

る
危
険
が
あ
り
ま
す
。

　
雪
崩
や
そ
の
前
兆
を
見
つ
け
た

と
き
は
、
安
全
な
場
所
ま
で
離
れ

た
上
で
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
河
川
海
岸
砂
防
課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
７

８
０
）、
各
総

合
事
務
所

老
人
医
療
費
助
成
制
度（
県
老
）

　
通
院
・
入

院
時
に
か
か

る
医
療
費
の

う
ち
、
１
割

相
当
額
を
助

成
し
ま
す
。

ま
た
、
１
カ

月
の
医
療
費

の
自
己
負
担

額
が
規
定
の
額
を
超
え
た
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
助
成
し
ま
す
。

対
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

①
市
内
に
住
所
が
あ
る
人

②�

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
認
定

を
受
け
て
い
な
い
65
歳
～
69
歳

の
人

③�「
親
族
な
ど
か
ら
仕
送
り
な
ど

の
援
助
を
受
け
て
い
な
い
、
同

一
小
学
校
区
内
に
親
族
な
ど
が

居
住
し
て
い
な
い
な
ど
、
経
済

的
精
神
的
に
ひ
と
り
暮
ら
し
の

人
」、
ま
た
は
「
３
カ
月
以
上

寝
た
き
り
状
態
の
人
」

④�

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
３

５
万
円
以
下
の
人

申
問
国
保
年
金
課
（
☎️
０
２
５
・

５
２
０
・
５
７

１
７
）、
各
総

合
事
務
所
、南・

北
出
張
所

「
若
竹
み
ら
い
創
造
基
金
」

へ
の
ご
協
力
の
お
願
い

　
市
が
設
置

す
る
児
童
養

護
施
設
「
若

竹
寮
」で
は
、

卒
寮
す
る
児

童
が
安
心
し

て
社
会
に
出

ら
れ
る
よ
う

「
若
竹
み
ら
い
創
造
基
金
」
を
設

立
し
、
進
学
や
就
職
に
係
る
生
活

費
の
一
部
な
ど
を
支
援
し
て
い
ま

す
。
児
童
の
健
や
か
な
育
ち
の
支

援
の
た
め
、
基
金
へ
の
寄
付
と
し

て
皆
さ
ん
の
温
か
い
お
気
持
ち
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
（福）
み
ん
な
で

い
き
る
（
☎
０

２
５・５
３
０・

７
２
６
０
）

令
和
８
年
度
４
月
入
園 

保
育
園・認
定
こ
ど
も
園
の 

２
次
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

　
対
象
と
な

る
園
お
よ
び

年
齢
は
、
市

ホ
ー
ム
ぺ
ー

ジ
を
確
認
す

る
か
、
幼
児

保
育
課
ま
た

は
希
望
の
園

に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

※�

各
園
で
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、

市
が
選
考
を
行
い
、
他
の
入
園

先
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す
。

申
２
月
２
日
㊊
～
12
日
㊍
の
間
に
、

入
園
を
希
望
す
る
園
で
申
込
書
類

を
受
け
取
り
、
園
へ
直
接
申
し
込

み　
問
幼
児
保

育
課
（
☎
０
２

５
・
５
２
０
・

５
７
２
０
）

詳しくは

詳しくは

詳しくは

詳しくは

詳しくは

詳しくは


